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中谷毅

現在、ヨーロッパの多くの国は移民問題を抱えている。例えば、 2005年

10月下旬からしばらく続いたフランスにおけるアフリカ系移民の若者の暴-

動は、フランス型統合の現実を浮き彫りにしたといえるであろう。また、

イギリスでは英国民党 (BNP)など移民排斥を訴える右翼政党の台頭が話

題になっている。あるいは、スカンジナヴィア諸国はこれまで比較的移民

に寛容であったが、ここでも移民の増加を受けて右翼が勢いを増してい

る。ヨーロッパ、特に西欧諸国は今日、経済・社会問題に様々な課題を抱

えているとはいえ、冷戦終結後のグローパル化時代における人の頻繁な移

動において、アジア、アフリカ、中近東などの人々にとっては、いまだ魅

力的な磁場なのである。その上、西欧諸国による中・東欧諸国への投資拡

大と並行して、東から西への人の流れが増加することにもなった。こうし

た新しい移民の流入や以前から定住している移民の統合をめぐる諸問題

は、今や強弱はあれ、ヨーロッパ諸国に共通の懸案になっているのが現状

である。
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ドイツも例外ではない。 ドイツ連邦共和国では移民排斥を唱える右翼政

党が、連邦議会レベルにはいまだ進出を果たしていないものの、州議会、

地方議会では議席を確保しているところもある。今日、この国には出身国

を異にする多くの移民が住んでいるが、第 2次世界大戦後に限っても、彼

らが(西)ドイツにやって来た歴史は既に約半世紀に亘る。しかし、この

国が実質上移民国家としての政策を実施し始めたのは1990年以降のことに

過ぎず、その結果、移民の統合は未だ不十分という評価が専らである。特

に、最大の集団であるトルコ系移民の統合が最大の課題であるといっても

過言ではない。 トルコ系移民の問題はイスラム問題とも重なり、スカーブ

問題、モスク建設問題、名誉殺人問題など様々な社会問題としてドイツの

日常においても頻繁に話題になる。

S.P.ハンチントンは『文明の衝突』において、「一般に、ヨーロッパの

社会は移民を同化させたがらないし、同化きせようと，思ってもうまくいっ

ていない。またイスラム教徒の移民やその子どもたちがどの程度まで同化

したいのかもはっきりしない。だから、かなりの数の移民が流入しつづけ

れば、社会がキリスト教徒とイスラム教徒の二つに分裂した国が生まれる

ことになるだろうJと述べている。もっとも、彼は移民の制限にかかる費

用を政府や国民が負担することで、こうした事態は避けられるとも付け加
( 1 ) 

えているのであるが。

きて、本稿ではドイツにおけるトルコ系移民の統合を分析対象にする

が、その課題は彼らの統合状況およびドイツ人におけるイスラム像を検討

し、両者の関連に若干の考察を加えることに限定される。その際、 ドイツ

で公開されたいくつかの最新アンケート調査結果を利用することにする。

なお、「統合(Integration)Jという概念に関しては、複数の理解が可能で

あるが、一応ここでは次のような連邦政府の捉え方に従うことにする。

「統合は長期に亘るプロセスである。その目標は、長年かつ合法的にドイ

ツで生活している全ての人間を社会に迎え入れることである。移民にはあ

らゆる社会領域での包括的で平等な参加が可能でなければならない。その
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代わり、彼らはドイツ語を学び、憲法および法律を知り、尊重および遵守

する義務を負うJ。こうした理解の下、今日ではドイツの政治において、

統合の成功への責任は移民と受け入れ社会の両方にあると考えられるよう

になっている。

11 トルコ系移民とその生活状況

1950年代に高度経済成長を経験した西ドイツでは、労働力不足に悩まさ

れることになり、救いの手を外国人に求めた。西ドイツは1955年のイタリ

アとの協定から1968年のユーゴスラヴィアとの協定まで、総計8カ国との

募集協定を締結した。トルコとは1961年に協定を結んでいる。これ以降、

多くのトルコ人がドイツに外国人労働者(とみZ44;止=ゲストとしての労働

者)としてやってくることになった。 1973年、オイルショックが世界を襲

い、外国人労働者の新規募集が原則的に停止される。こうした状況下、既

に労働に従事していた外国人は帰国せず、家族を故国から呼び寄せ定住化

していくことになり、 1973年段階で既に260万人の外国人労働者(家族を含

めると400万近くの外国人)がドイツで生活していた。またこの頃、 EC(欧州

共同体)諸国出身の外国人労働者とは対照的に、 EC諸国以外の出身者、

とくにトルコ人の数が増加の一途をたどってい〈。

1980年代前半、コール政権がシュミット政権末期に輪郭が固まっていた

方針を政策に移した。この外国人政策は長期滞在している外国人の統合、

彼らの帰国促進、新たな外国人の流入制限という 3つの柱から成り立って

いた。しかし結局、この政策はたいした成果を挙げることができなかっ

た。統合は進まず、帰国者は限られ、 80年代後半、外国人の数は再び増加

していった。

東西ドイツ統一途上の1990年 7月、外国人法が改正(1991年 1月施行)さ

れ、また、同年12月には請負契約労働者など、労働者の受け入れ中止の例

外を認めた募集停止例外令が制定された。こうした施策には、定住化した
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外国人労働者とその家族を半ば移民として認識して彼らの統合を促し、新

規外国人労働者の受け入れ中止という原則の下、例外的労働者を認めるも

のの、彼らの定住は認めないといっ狙いがあった。また、 1990年のドイツ

統ーをはさんだ1980年代後半から1990年代初期は、庇議申請者やドイツ系

帰還移民(アウスズイードラー)が大量にドイツに流れ込んだ時期でもあっ

たが、 1993年には庇護権を制限する基本法改正が実施された。その後、

1999年5月には国籍法が改正され (2000年 1月施行)、一定の条件を満たした

うえでの出生地主義や多重国籍が採用され、条件付ではあれ帰化手続きが

容易になった。そして、 2000年 8月に導入された IT専門家向けグリー

ン・カード制を経て、 2004年 7月には好余曲折の後ょうやく、労働移民の

受け入れと制御、移民の社会的統合政策の推進などを盛り込んだ移民法が

可決された (2附年1月総)。

こうしてドイツは徐々に事実上移民国家としての道を歩んでいった。こ

のうち、 1990年の改正外国人法は合法移民を 4グループ(①EU市民、②定

住化旧外国人労働者とその家族、③ニューカマー(労働移民や留学生)と難民、④かろ

うじて国外退去から免れている人々)に分断し、滞在権の安定性で格差を生む
(4 ) 

ことになった。 トルコ出身の定住移民はほとんどが②のカテゴリーに当て

はまり、 EU加盟国出身者に次ぐ序列であり、ドイツ政府による統合の対

象に入っている。そして、改正国籍法の導入により、既にドイツで長期滞

在しているトルコ人にとっては選択肢が増えた。以上のように、 ドイツの

国家としての施策が展開していったのであるが、 ドイツに住んでいるトル

コ系移民をめぐる社会状況はどのようなものなのであろうか。

『移民報告書2007Jによると、 2007年のドイツの人口は8226万人、その

うち外国人は674万人を数え、 8.2%を占める。外国人のなかて吸も多いの

がトルコ人で、 25.4%(171万人)を占め、スロヴェニアを除いた旧ユーゴ

スラヴィア出身者が13.6%、バルト 3国を除いた旧ソ連出身者が6.9%で

ある。また、 EU加盟24カ国(ブルガリア、ルーマニアを除<)出身者は34.7 

%を占める。さらに同報告書の別のデータでは、 2006年におけるドイツの
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人口8237万人に占める移民の背景を持った住民の割合は18.4%で1514万で

あった(外国人8.9%、移民の背封を持ったドイツ人が9.5%)。このうちトルコ系

住民は16.5%、250万人で最大の集団である。以上のように、トルコ人

(トルコ国籍を持った外国人)、あるいはトルコ系のドイツ国家公民(①州化し

た者、②少なくとも親のどちらかがトルコ系である、 ドイツ同籍を持った者)を合わ

せたトルコ系の背後関係を持った住民(トルコ系移民)は、一国の:1¥身者と

しては最大のグループである。

なお、当報告書によると、外国人の人口、移民の背対を持った住民の人

口はともに圧倒的に(1日)西ドイツに偏っている。ちなみに、移民の背対

を持った住民のうち、ベルリンを除いた (111)東ドイツ地域に住むのは62

万人であり、ベルリンを含めた西側に住んでいるのは1452万人である。も
(5 ) 

ちろん、西側でもこうした住民の密度は場所によって濃淡がある。

きて、 トルコ系移民のドイツ社会における統合状況はどのようなもので

あろうか。ある独立系シンクタンクの研究によれば、下記のような問題が

浮かび上がってくる。 2005年のミクロセンサスに基づいたこの研究では、

移民の 8つの出身グループ(①旧ソ述や東欧諸岡からのドイツ系州連移民:396万

人、②トルコ:281万人、③EU25カ国のうち南欧 4カ国とドイツを除いた20カ同:191 

万人、④ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペインの市欧:153万人、⑤マケドニア

とスロヴェニアを除いたl日ユーゴスラヴィア:115万人、⑥傾*: 73)j人、⑦近東:54 

万人、⑧アフリカ:50万人)に焦点を絞って、統合状況を分析している。

そこではトルコに関して、次のような総合評価が下されている。「トル

コ系移民は移民国家ドイツにおいて、既にほぼ50年に亘る歴史を有し、移

民のなかで2番目に大きなグループを形成してもいる。それ故に、統合の

比較において彼らが他を引き離して最悪の結果であることは憂慮すべきで

ある。特に心配なのは教育を終了していない者の割合が高〈、若者におけ

る失業率が非常に高いことである。このクソレーフ。の統合が実際に上手くい

っている領域はひとつもない。むしろ、 トルコ系市民の一部が自分たちの

社会的共同体へ引きこもっているという印象が強くなるj。 トルコ系移民
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に関するこの評価は非常に厳しいもので、このことは他の大きな集団の総

合評価と比較すれば明白である。

それではこの研究において、具体的に何をもってトルコ系住民の統合結

果が最悪としているのであろうか(表 1)。まず、 ドイツ国籍取得者の少な

さである。国籍取得とは EU加盟国以外の出身者には法的平等の前提条件

を意味し、また同時に、 ドイツの国籍を受け取るということはドイツへの

統合意思を示唆する。こうした国籍取得をおこなった者が、長期滞在者が

多いにもかかわらず、これまで'32%に過ぎない。また、 2つの文化聞の結

婚はドイツ系と非ドイツ系の接近の度合いを示すが、トルコ系住民の場

合、他のグループを引き離して 5%と極端に少なしこの低い割合には近

東出身の背景を持つ移民(18%) と同様、イスラム教信仰がひとつの理由

である可能性が指摘されている。

さらに、教育水準も非常に低い。義務教育のハウプトシューレを中退

し、職業教育も受けていない者は30%に達し、大学入学資格を有している

のは14%に過ぎず、ともに最悪である。こうした人々には仕事や社会的承

認が提供されにくい。平均して、教育水準は第 1世代より第 2世代のトル

コ系のほうが改善されているが、他の出身グループの第 2世代より明らか

に悪い。ところで、 30%、14%という数字はドイツ国籍を取得したトルコ

系移民と取得していないトルコ人の平均で、詳しく見ると、教育未修了者

においてはドイツ国籍未取得のトルコ人の数値は取得者の約2倍であり、

大学入学資格取得者においては逆である。従って、 ドイツ国籍を持ってい

ないトルコ人における事態がより深刻なのである。

その他、主婦率(15-64歳で、就業しておらず、求職中でもない女性の割合)も

48%と高い。彼女たちはドイツ人との接触に問題があり、職を持つ女性よ

り社会的孤立や隔絶に陥りやすい。失業率は全ての出身グループ平均より

高く、若者の失業率も同様である。職に就くことは社会へ入っていく重要
(7 ) 

な前提条件であるが、失業者にはそれすら叶わない。

次に、エッセン大学のトルコ研究センターがトルコ系移民の生活状況と

82 



ドイツにおけるトルコ系移民の統合(中谷毅)

統合状態を分析した2008年の調査報告書によると、次のような実態も浮か

ぴ上がる。ノルトライン=ヴ、ェストファーレン (NRW)州のトルコ系移民

一世帯当たりの月平均純所得(1925ユーロ)は、同州の移民背景のない世帯

のそれ (2647ユーロ)に比べ明らかに低い。また、 ドイツ全体のトルコ系移

民一世帯当たりの月平均純所得 (2073ユーロ)も、連邦全世帯?のそれ (3075

ユーロ)より大幅に低い。注意を要するのは、 トルコ系の一世帯当たりの

人数はドイツ人のそれのほぼ二倍に達する故に、一人当たりの純所得差は

一世帯当たりのそれより大きくなることである。 NRWリ州外州'1，刊トH、

当たりの平均純所得が506ユ一ロであるのに対し、移民背景のない一人当

たりのそれは1106ユーロ、連邦レベルではトルコ系一人当たりが545ユー

ロであるのに対し、全住民での一人当たりでは1397ユーロである。その

他、多くのトルコ人は日常の様々な生活現場で差別を経験している。こう

した経験がある NRW州のトルコ系移民の割合は1999年 (65%) から上昇・

し始め (2001年 :71%、2002年:80%、2003年:80%)、2004年から徐々に減少
(9 ) 

し、 2008年は71%となっている。

(表 1)出身グループごとの指標値(%)

ドイツ 2文化 教育終 大学入
国籍 婚姻 了なし 学資格

EU20カ国 42 61 3 51 

ドイツ系帰還
100 18 3 28 

移民

極東 39 31 18 48 

南ヨーロッパ 18 25 17 28 

近東 40 18 22 38 

旧ユーゴスラ
19 14 14 20 ヴィア

アフリカ 41 34 25 37 

トルコ 32 5 30 14 

現地人(=ド
5 I 38 イツ人)

失業率
若者失

業率

13 17 

15 18 

17 20 

14 13 

35 26 

19 18 

26 31 

23 28 

10 14 

出典:Berlin-Institut， 2009， S. 49の表より一部抜粋して筆者が作成。

主婦準
公務従 公的給刊
事者 金依存

27 13 9 

20 14 13 

42 10 14 

27 8 10 

54 12 34 

32 10 18 

44 8 24 

48 7 16 

20 21 8 
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以上のように、 トルコ系移民の統合状況は決して芳しくない。 E トッ

ドは、 ドイツにおけるトルコ人はイスラム教徒故に唯一の差異的集団とし

て隔離されているとし、そもそも多くのトルコ人はドイツに到米したと

き、イスラム世界では非宗教的動向を代表する者たちであったが、 ドイツ

という文化環境によってトルコ人のイスラム化といっ逆説が展開されたと

主張する。また、ユダヤ人共同体の排除から半世紀を経た現在、 トルコ人
(10) 

は新たな不可触賎民として形成されたとも述べる。彼のテーゼは、 ドイツ

のトルコ人はイスラム教徒故に統合どころか、隔離されているという単純

明快なものである。このテーぜは実証的なデータに欠けるなど信恐性に疑

問符も付くが、上述したトルコ系移民の統合の不完全さを鑑みた場合、統

合とイスラムとの関係に言及するのは意味なしとしない。そこで以下で

は、 ドイツ人におけるイスラムのイメージについて考察する。

111 ドイツ人におけるイスラムのイメージ

ドイツ人はイスラムをどのように見ているのであろうか。そもそも、大

方のドイツ人はムスリムやイスラム世界と日常的に直接コンタクトを持っ

ているわけではない。従って、普通のドイツ人がイスラムのイメージを形

成するのに最も大きな影響を与えるのはマスメディアであるといえよう。

ここではまず、 ドイツのテレビ放送におけるイスラム像を紹介する。

rARDとZDFのイスラム像」を扱った研究からは以下のような像が浮
(11) 

ぴ上がる。これによると、イスラムがテーマとして扱われた133の番組の

81%が否定的な含みを持ったテーマであったとされる(グラフ 1)。最大の

比重を占めたのがテロリズム/過激主義で23%、統いて国際紛争が17%、

宗教的不寛容が10%、原理主義/イスラム化が 7%を占める。中立的・肯

定的なテーマは文化/宗教の11%、日常/社会的生活の 8%の計19%で全体

の1/5以下に過ぎない。そして、公共放送におけるイスラムのテーマは時

事的なニュースに影響されることになる。調査期間 (2005年7月-2006年12
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(グラフ 1)イスラムのテーマ化
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) 1) (こも隙々な :B米 ・j~があ っ た。 Ik'f系列に挙げられているのは次のような

・j';.{'1ニやぷ姐である。2005年 7) Jのロ ン ドンにおけるテロリズム、 2006年 l

JJ の移民の統令をめぐる議論 (Ifll刊行!þテス ト ) 、 2006j'~:. 8 Jlのムハンマド

I!f~刺附論争、 2006il~ 8 ) J のドイツにおけるスーツケース ~Mìi， 、 2006年 9JJ

のベル リンにおけるオペラ公iii(イドメネオの'1'11二、レーゲンスプルクでの

イスラム会議とローマ数日のスピーチ、2006年]])J/12)Jのローマ教 l;lの

卜 jレコ説~/l iJo

こうした11'，米 怖がi=.に'J1 き起こすディスクルスは、 I)Y~下の安全保|lJFに |民l

主1iす るものであ り、 「危険なイスラム i::品名j、「隣人とし てのテロ リス

トj、「ドイツにおける的必の説教，?U、r'I'-q付1:会の後継Jりなどとタイト

ルのついた時・j';.W"，況得*Ilが政送された。 トークJ作品Ilではより jよく、共体的

な問題設定なしに 「我々はら っと不克芥を必要とするのであろうかj、「平

和的共存はまだIIf能なのであろうかjなどといったテーマが扱われる。外

|玉|報道でもイスラムが取り上げられるが、その際、戦争地j戎からの状況報

行の形で、 JlL介な作成として捕かれる (fライオンの!.IHllでーテロ指;n.riと会

うj、「アフガニスタン タリパンの旬以キ ャンベーンJ)。 ヨーロ ッノマ・マカ・ジン
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という番組では、 トルコの EU統合の周辺テーマであるにも関わらず、 ト

ルコとの関連でイスラムが何度も取り上げられているという。また、イス

ラム女性は、例えばZDFのモナ・リザとい 7番組で、男性による抑圧の

犠牲者あるいは急進的なイスラム主義者としてのみ扱われ、宗教から独立

したモダンな女性として描かれることはない。

以上のように、 ドイツの代表的な放送局の番組におけるイスラム像は非

常にネヵーティヴなものであった。この研究では、様々な政治的テーマを文

化に還元し、否定的な側面に焦点を当てることがイスラムに対する偏見を

助長し、「イスラム不安(lslamangst)Jを高め、「イスラム嫌い(lslamver-

drossenheit) Jを視聴者に作り出す危険をはらんでいるとして警鐘を鳴らし

ている。そして、 ARDや ZDFといっジャーナリズム内部におけるオピ

ニオンリーダー的存在の影響力の大きさに鑑み、番組企画・監査にムスリ

ムの代表を招集するなど、新しい取り組みの必要性を訴えるのである。

その他、「平行社会J論を展開する W.ハイトマイヤーらは経験的な調

査結果に基づいて、 ドイツにおいて「イスラム嫌悪 (Islamphobie)Jが広
(12) 

がっていると主張する。 2005年のアンケート調査(全くそうでない、どちらか

といえばそうでない、どちらかといえばそうである、全くそうであるという 4つの選択

肢のなかから一つ選ぶ)によると、「私には、イスラムの宗派はほとんど区別

できないjとする質問に「そうであるJと答えた住民は80.7% (どちらか

といえば:29.1%、全<: 51.6%)、「私の考えでは、イスラムの宗派は非常に

似ている」という問では72.4%(同:44.4%、同:28%)であった。このよ

うに区別ができていないことが、ムスリムがイスラム主義のテロリストに

距離を取っていないという見解に行き着<0 iイスラム主義のテロリスト

はムスリムに強力な支援を見出しているjに対しては「そのとおり」と答

えたのは60.2%(同:32%、同:28.2%)、「イスラム主義のテロリストは多

くのムスリムに英雄として崇められているjとの質問には64.4%(同:

31.5%、同:32.9%)が肯定している。また、「ムスリムの多数派が他の住民

に対して大きな距離を取っている」との聞に首肯したのは67.2%(同:
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37.1%、同:30.2%)、「ドイツにいる多くのムスリムが自分逮だけでいたが

っているJとの質問を80%(同:41.1%、38.9%)が肯定している。

さらに、 2003年から2005年までの継続調査でも、 ドイツにおけるムスリ

ム拒否やイスラムの文化的低評価などが見られるとされる。調査を受けた

人のうち、「ムスリムはドイツへの移住を禁止されるべきであるjという

見解に支持を表明したのは 26.5%(2003年)、 24.0%(2004年)、 24.3%

(2005年)であり、「多くのムスリムがいるので、自分の国にいながら自分

がよそ者の様に感じるjと答えたのは年代順に31.0%、35.1%、33.7%で

ある。また、「イスラムが素晴らしい文化を生み出したjという考えを否

定したのが順に36.6%、44.0%、49.7%であり、「ムスリムの文化は我々

の西欧世界に充分馴染むjという考えを否定したのが65.9%、69.6%、

74.2%である。「ムスリムが多く住んでいる地域に引っ越すのは問題があ

る」とする者は51.6% (2003年)、 57.8%(2004年)へと上昇を続け、 2005年

に46.8%へ減少した。

以上の数字が物語るのは、イスラムへの無理解や低い評価、ムスリムへ

の距離・違和感や不安などであるが、これらはイスラムへのネガティヴな

イメージに裏打ちされて、日常生活においてドイツ人とトルコ系移民の交

流に棋を打ち込んでいると考えられ得る。スカーフ問題、名誉殺人、本人

の意思に反しての結婚などイスラムのイメージを損なわせる題材には事欠

かない。例えば、スカー7問題をめぐってはドイツでも裁判沙汰になった

ことがあり、激しい議論が戦わされてきた。近藤は移民国家としてのドイ

ツを詳細に分析した著書のなかで、「ムスリムの側のドイツ社会に対する

抗議とドイツ社会の側からの不信と嫌悪が相乗作用しつつ負のスパイラル

を描き始めたという印象を否むことはできないJと状況の深刻さを指摘し

たうえで、「この問題が今後どのように展開していくかは、移民国ドイツ
(13) 

の行方を占ううえで目が離せないのである」と述べている。

では、 トルコ系移民とイスラムとの関係はどうであろうか。最小限言及

しておこう。 トルコ系移民はほとんどがイスラム教徒であると考えてよ
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い。前掲のトルコ研究センターの調査によると、 NRW州で「非常に信心

深いJ、「どちらかといえば信心深いほう」と答えたのは18.6%と53.3%、

ドイツ全体ではそれぞれ14.4%、52.5%で、約7割がイスラムへの深い信

f!U'L'、を持っている。もっとも、 2000年には NRW州においてそれぞれ7.8

%、 48.9%であった。この篤い信仰心の割合は2001年 (2002年の調査結果)

以降明らかに高まっていったのであるが、この点に関して、 2001年 9月11

日の事件やその後のイスラムをめぐる議論が彼ら、特に若者に影響を与

え、イスラムへの傾斜を強めた点が指摘されている。

ところで、 トルコ系移民を組織化するイスラム団体の多くは、 ドイツ社

会へポズィティヴな姿勢を示し、決して敵対的なものではない。しかし、
(15) 

一部にはイスラム主義を唱える組織が存在するのも事実である。そして、

こうした組織をドイツの関係当局は警戒している。 ドイツの連邦憲法擁護

庁は f憲法擁護の視点から見たイスラム主義jにおいて、「イスラムJと

「イスラム主義 Oslamismus)J、「ムスリムJと「イスラム主義者Jを峻別

している。「イスラム主義者にとってイスラムの書は(人と神との関係につい

て)宗教的な戒律を表しているだけでない。それらはむしろ(強制された)

政治的な行動指示と解釈される。それらは加えて、「イスラム的Jとして

定義された政治的目標を暴力を持ってしてでも追求する権限付与と結び付

くことがよくある。従って、イスラム主義という概念は民主的政治社会や

法治国家的原則とは相容れないJ(下線およびカッコは原文による)。要する

に、宗教としての「イスラムJと政治イデオロギーとしての「イスラム主

義Jは明らかに違うというのである。 ドイツ在住のムスリムの約 1%、つ
(16) 

まり約23000人がイスラム主義組織に属しているという。

IV おわりに

本研究ノートでは、 ドイツにおけるトルコ系移民の統合状況を検討し、

彼らの統合状況がこれまで必ずしもうまくいっていない点を確認した。そ
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して次に、 ドイツ人におけるイスラム像を検討した。 ドイツ人のイスラム

のイメージはイスラム主義と往々にして混同され、ネカ'ティヴなものであ

った。特に近年、様々な事件と連動する形で、こうしたイメージが拡大再

生産されていった。これと並行して、ムスリム、なかでも若者が宗教への

依存を深める様子が浮かび上がってきた。

トルコ人・トルコ社会、イスラム、 ドイツ人・ドイツ社会、この 3者は

どのような関係であろうか。 トルコ側に注目すると、必ずしも上手〈統合

されていないトルコ人、 ドイツ社会に融合していないトルコ社会、イスラ

ム教徒としての自覚を強めるトルコ人。 ドイツ側に注目すると、必ずしも

正確ではないイスラム像をH宣伝するドイツのマスメディア、イスラムへの

無理解な、悪い印象を持つドイツ人。このように見ると、イスラムはドイ

ツ人とトルコ人を結び付ける紐帯ではなく、明らかに両者を引き離すバリ

アーとして作用していると考えられる。

ドイツへの移民の流入は戦後しばらくしてから始まったものの、移民国

家としての自党が遅れたこともあり、 ドイツが移民統合に乗り出すのは冷

戦の終結後にずれ込み、精々ここ20年である。そして、近年に限っても次

のような様々な動きが見られた。 2004年夏に移民法が採択されたことで、

今日では問題点が指摘されているドイツ語学習の統合コースが始まった。

また、長年に亘り移民政策には乗り気でなかった CDUであったが、 2006

年にはメルケル首相が主導した統合サミットが開催された。さらに同年、

ドイツの企業文化における多様性の促進を目指し、連邦政府がイニシアテ

イプをとった「多様性憲章」が誕生した。このような様々な試みが始まっ

ている。また、 EUレベルでも冷戦終結後に移民政策の枠組が整えられつ

つある点も忘れてはならない。今回、こうした対応策や各都市の取り組み

などを具体的に取り上げることはできなかったが、 ドイツは現在、試行錯

誤の途上にあるともいえるのである。 ドイツでは既に「統合の失敗」など

との結論が引き出されている例も見られるが、以上のような実態を勘案す

れば、今しばらくは今後の展開を見守る必要があると思われる。
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もっとも、統合に際してのイスラムをめぐる問題は避けて通れない。

なかでも、 ドイツのマスメディアにおけるイスラム像の扱い方の改善は焦

眉の急である。 ドイツでは近年、 トルコの EU加盟への反対が増加傾向に

ある。これはトルコ加盟がEUの具体的な懸案になったためでもあり、加

盟による様々な問題発生の不安に裏打ちされている。しかし、その背景に

は歪曲されたイスラム像、進展しないトルコ系移民の統合などが存在し、

トルコの EUへの受け入れにネガティヴな反応となって現れているとも考

えられる。悪影響の連鎖を絶ち、「文明の衝突Jではなく「文明聞の対話J

を実現するには、相手の正しい理解が必要になってくる。
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